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昭和４９年 ５月３１日設 立 認 可

（７４東陸総々第５７６号）

昭和５１年 ７月２８日一部変更認可

（７６東陸総々第９８６号）

昭和６０年 ８月１５日一部変更認可

（関総々第２３６号）

平成 元年 ６月１２日一部変更認可

（関総々第１１８号）

平成 ２年 ７月 ２日一部変更認可

（関総々第１３９号）

平成 ８年 ３月２９日一部変更認可

（関総々第 ６７号）

平成１１年 ８月２７日一部変更認可

（関総々第２６６号）

平成１２年 ６月２０日一部変更認可

（関総々第１７４号）

社団法人 栃木県トラック協会定款
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社団法人 栃木県トラック協会定款

第 １ 章 総 則

（名 称）

第 １ 条 本会は、社団法人 栃木県トラック協会という。

（事 務 所）

第 ２ 条 本会は、事務所を宇都宮市に置く。

（目 的）

第 ３ 条 本会は、貨物自動車運送事業の適正な運営および公正な

競争を確保することにより、事業の健全な発展と公共の福

祉に寄与するとともに社会的、経済的地位の向上を図るこ

とを目的とする。

（事 業）

第 ４ 条 本会は、前章の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 関係官庁が行う法令施行のための措置に対する協力

(2) 貨物自動車運送事業法および貨物運送取扱事業法に基

づく地方貨物自動車運送適正化事業

(3) 貨物自動車運送事業の指導並びに調査研究

(4) 貨物自動車運送事業の近代化、合理化のための事業

(5) 貨物自動車運送事業の近代化、合理化のための事業を

行う貨物自動車運送事業者の全国団体に対する出捐

(6) その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第 ２ 章 会 員

（会員の種別等）

第 ５ 条 本会の会員は、次のとおりとする。

(1) 栃木県内において貨物自動車運送事業法（貨物軽自動

車運送事業を除く）および貨物運送取扱事業法により

貨物自動車運送事業を営むもの

(2) その他、総会において特に認めたもの

（入 会）

第 ６ 条 本会の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提

出し、理事会の承認を得なければならない。

（入会金および会費の納入等）

第 ７ 条 １．会員は、総会において別に定めるところにより、入会

金および会費を納めなければならない。

２．既納の入会金および会費は、返還しないものとする。
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（資 格 喪 失）

第 ８ 条 会員は､次の各号の1に該当するときはその資格を失う。

(1) 退会したとき

(2) 除名されたとき

(3) 本会が解散したとき

（退 会）

第 ９ 条 会員が退会しようとするときは、退会届を会長に提出し

なければならない。

（除 名）

第 １０ 条 会員が次の各号の1に該当するときは､総会の決議によっ

て除名することができる。

(1) 本会の名誉を汚し、又は信用を失うような行為があっ

たとき

(2) 定款、又は総会の決議を無視する行為があったとき

(3) 著しく会費を滞納したとき

（ 権利の喪失 ）

第 １１ 条 退会した者、又は除名された者は会員としての一切の権

利を失い、すでに納付した会費、その他本会の資産に対し

て何等の請求することはできない。

第 ３ 章 役 員 等

（役 員）

第 １２ 条 本会に次の役員を置く。

(1) 会 長 １ 名

(2) 副 会 長 ４名以内

(3) 専 務 理 事 １ 名

(4) 常 務 理 事 １ 名

(5) 理 事 25名以内

（会長、副会長、専務理事および常務理事を含む）

(6) 監 事 ２名以内

（ 役員の選任 ）

第 １３ 条 １．理事および監事は、総会において選任する。

２．会長、副会長、専務理事および常務理事は理事の互選

とする。

（ 役員の職務 ）

第 １４ 条 １．会長は本会を代表し、会務を総理する。

２．副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠

けたときは、会長があらかじめ定めた順位に従いその職

務を行う。

３．専務理事は、会長および副会長を補佐して本会の会務



-4-

を掌理し、会長および副会長に事故があるとき又は欠け

たときは、その職務を行う。

４．常務理事は、専務理事を補佐し会務を分掌する。

５．理事は、理事会を組織して会務を執行する。

６．監事は、民法第５９条に定める職務を行う。

（ 役員の任期 ）

第 １５ 条 １．役員の任期は２年とする。ただし、再任することがで

きる。

２．補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間

とする。

３．役員は、任期満了後でも後任者が就任するまでは、な

おその職務を行うものとする。

（ 役員の解任 ）

第 １６ 条 役員が次の各号の１に該当するときは、総会においてそ

の役員を解任することができる。

(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められ

るとき

(2) 職務上の業務違反、その他役員たるにふさわしくない

行為があると認められるとき

（ 役員の報酬 ）

第 １７ 条 １．役員はすべて無給とする。ただし、常勤の役員は有給

とすることができる。

２．常勤の役員の報酬は、理事会の決議を得て会長が定め

る。

（顧 問）

第 １８ 条 １．本会に、顧問若干名を置くことができる。

２．顧問は、理事会の同意を得て学識経験者のうちから会

長が委嘱する。

３．顧問は、会長の諮問に応じ意見を述べ、又は会議に出

席して意見を述べることができる。

第 ４ 章 会 議

（種 別）

第 １９ 条 １．会議は、総会および理事会とする。

２．会議は、会長が招集する。

３．総会の議長は、総会において出席会員のうちから選出

する。

４．理事会の議長は、会長がこれにあたる。

（総 会）

第 ２０ 条 １．総会は、通常総会および臨時総会とする。
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２．通常総会は､毎事業年度終了後2ヶ月以内に招集する。

３．臨時総会は、会長が必要と認めたとき招集する。

４．会長は、総会員の５分の１以上から、又は監事から会

議の目的である事項を示して、臨時総会の請求があった

日から３０日以内に招集しなければならない。

（ 総会の招集 ）

第 ２１ 条 総会の招集は、会議の目的である事項、日時および場所

を示した書面により、開催日の７日前までに会員に通知し

なければならない。

（総会の決議事項）

第 ２２ 条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を

決議する。

(1) 事業計画および収支予算

(2) 事業報告および収支決算

(3) その他の重要事項

（総会の定足数等）

第 ２３ 条 １．会員は、それぞれ１個の表決権を有する。

２．総会は、総会員の過半数の出席がなければ議事を開き

議決することができない。

３．総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出

席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議

長の決するところによる。

（ 書面表決等 ）

第 ２４ 条 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事案

について書面をもって表決し、又は他の出席会員に表決権

の行使を委任することができる。

この場合には、その会員は出席したものとみなす。

（議 事 録）

第 ２５ 条 １．総会の議事については、議事録を作成しなければなら

ない。

２．議事録は議長が作成し、少なくとも次の事項を記載し

議長および議長が指名した出席会員２名以上がこれに書

名押印するものとする。

(1) 会議の目的である事項、日時および場所

(2) 会員数および出席者数

(3) 議事の経過の概要およびその結果

３．前項の議事録は、事務所に備え付けて置かなければな

らない。

（理 事 会）

第 ２６ 条 理事会は理事をもって構成し、会長が必要と認めたとき
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招集する。

（理事会の議決事項）

第 ２７ 条 １．理事会は、この定款に別に定めるもののほか次の事項

を議決する。

(1) 会務の執行に関する事項

(2) 総会に提出する議案

(3) 総会によって委任された事項

(4) 総会を開くいとまがない場合における緊急事項

(5) その他の重要事項

２．前項第４号の議決事項は、次の総会において承認を得

なければならない。

（ 規定の準用 ）

第 ２８ 条 第23条から第25条までの規定は、理事会に準用する。

第 ５ 章 委 員 会 等

（ 委員会等 ）

第 ２９ 条 １．会長は、本会の事業の円滑な運営を図るため、必要と

認めるときは理事会の議決を得て、協議会・委員会・部

会を置くことができる。

２．協議会・委員会・部会に関する必要な事項は、理事会

の議決を得て会長が別に定める。

第 ６ 章 事 務 局

（事 務 局）

第 ３０ 条 １．本会に事務局を置く。

２．事務局に関する規定は、理事会の議決を得て会長が別

に定める。

第 ７ 章 資産および会計

（ 事業年度 ）

第 ３１ 条 本会の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日ま

でとする。

（ 資産の構成 ）

第 ３２ 条 １．本会の資産は会費、入会金、地方公共団体からの交付

金（以下「交付金」と言う）およびその他の収入からな

るものとする。

（ 近代化基金 ）

２．本会の資産のうち、次に掲げるものを近代化基金（以

下「基金」と言う）とする。

(1) 交付金の一部
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(2) 理事会において基金に繰り入れることを議決した財

産

（ 資産の管理 ）

第 ３３ 条 １．本会の資産は会長が管理し、その管理方法は理事会の

議決を得て会長が別に定める。ただし、基金は次のいず

れかの方法により会長が管理する。

(1) 国債証券、地方債証券、政府保証債証券又は金融債

証券の保有

(2) 信託業務を行う銀行への金銭信託又は金融機関への

預託

（交付金の使途）

２．交付金は、第４条各号に掲げる事業のうち関係行政庁

の承認を得た事業について使用する。

（ 基金の処分 ）

３．基金の処分は、本会の目的遂行上やむを得ない理由が

ある場合に限り、総会の議決を得た後、関東運輸局長の

承認を受けて行うものとする。

（ 区分経理 ）

４．本会の交付金については、経理を区分して整理するも

のとする。

（経費の支弁等）

第 ３４ 条 １．本会の経費は、資産をもって支弁する。

２．毎事業年度の決算において余剰金が生じたときは、翌

年度に繰越すものとする。

（ 会計書類等 ）

第 ３５ 条 １．会長は、毎事業年度終了とともに次の書類を作成し通

常総会開催の１０日前までに監事に提出してその監査を

受けなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支に関する決算書類

(3) 財産目録

(4) その他、必要な附属書類

２．監事は、前項の書類を受理したときはこれを監査し監

査報告書を作成して、会長に提出しなければならない。

３．会長は、前項の書類および報告書について総会の承認

を得た後、これを事務所に備え付けて置かなければなら

ない。

（予算等の承認等）

４．本会は、毎事業年度交付金に係る資産、事業計画およ

び資金計画を作成し、遅滞なく関東運輸局長の承認を受
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けるものとする。

第 ８ 章 定款の変更および解散

（ 定款の変更 ）

第 ３６ 条 この定款は、総会において出席会員の４分の３以上の議

決を得、かつ関東運輸局長の認可を受けなければ変更する

ことができない。

（解 散）

第 ３７ 条 本会は、総会において出席会員の４分の３以上の議決を

得、かつ関東運輸局長の認可を受けなければ解散すること

ができない。

（残余財産の処分）

第 ３８ 条 本会の解散に伴う残余財産の処分は、総会において出席

会員の４分の３以上の議決を得、かつ関東運輸局長の認可

を受けて本会を類似の目的を持つ団体に寄附するものとす

る。

第 ９ 章 雑 則

（細 則）

第 ３９ 条 この定款に定めるもののほか、本会の事業の運営上必要

な細則は、理事会の議決を得て会長が別に定める。



-9-

附 則

１．本会の設立により、栃木県トラック協会の会員および一切の

資産は本会が承継する。

２．本会設立当初の総会は、設立総会をもってこれに代わるもの

とする。

３．本会設立当初の事業年度は、第３１条の規定にかかわらず、

設立の日に始まり昭和５０年３月３１日に終わるものとする。

４．本会設立当初の役員は、第１３条の規定にかかわらず、設立

総会において選任されたものとする。

５．本会設立当初の役員の任期は、第１５条の規定にかかわらず、

設立後最初の総会までとする。

６．この定款の第４条第３、４号、第５条第１号および第３３条

第２号については、貨物自動車運送事業法施行日から施行する。


